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平成２４年度小金井市一般会計補正予算（第１１回） 

 

 平成２４年度小金井市の一般会計の補正予算（第１１回）は、次に定めるところに

よる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

 

     平成２５年１月３０日提出 

 

          東京都小金井市長  稲 葉 孝 彦 
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① ● ●

■ ■

■ ■

④ ● ●

⑤

⑥

凡例

● 移転 【工程】

■ ①　５階男子更衣室から８０２会議室（暫定更衣室）にロッカーを移転

②　５階まちづくり推進課と男子更衣室の間仕切を改修し、まちづくり推進課を拡大

③　４階再開発課・コミュニティ文化課に間仕切を設置し、男子・女子更衣室を新設すると共に、再開発課間仕切撤去

④　４階再開発課が５階まちづくり推進課へ移転

⑤　本庁舎２階の男女共同参画室が第二庁舎４階へ移転、間仕切設置し相談室新設

⑥　更衣室間仕切最終調整及び８０２会議室（暫定更衣室）から４階男子更衣室へロッカー移転

●/■８階→４階

４階 ③

※システム関連作業及び電話移設については３/１８～３/２２の間で実施予定

●/■
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８０２会議室
（暫定更衣室）
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４階→５階 再開発課 まちづくり推進課

間仕切設置

組織改正に係る工程予定表
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平成２５年４月１日付け組織改正の概要について 

 

１ 市民協働・男女共同参画に係る組織改正 

 ⑴ 目 的 

 市における重要課題である市民協働及び男女共同参画について、限られた人

的資源を最大限に活用し、施策を推進する体制を構築するため。 

 ⑵ 手 法 

 コミュニティ文化課に（仮称）協働推進・男女共同参画係を新設し、その係

に企画政策課男女共同参画室を統合する。 

 

２ 発達支援事業に係る組織改正 

 ⑴ 目 的 

 発達支援事業を障害福祉課が所管することにより、「児童発達支援センタ

ー」を障がい受容が困難な保護者等へ配慮し、誰もが利用しやすい施設にする

とともに、障がいの有無に関わらず地域における自立生活を支援する体制を強

化するため。 

 ⑵ 手 法 

 障害福祉課の課名を（仮称）自立生活支援課と変更する。 

 

３ 武蔵小金井駅前開発に係る組織改正 

 ⑴ 目 的 

 市における重要課題であるまちづくりについて、限られた人的資源を最大限

に活用し、施策を推進する体制を構築するため。 

 ⑵ 手 法 

 開発事業本部は解消し、まちづくり推進課に再開発課を統合する。 


